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○松戸市福祉有償運送運営協議会条例

平成26年12月25日 

松戸市条例第30号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、

道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。）第

51条の７に規定する運営協議会として、松戸市福祉有償運送運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、福祉有償運送（省令第51条の福祉有償運送をいう。以下同

じ。）に関し、次に掲げる事項について調査審議する。 

（1） 道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という。）第79条の

登録（法第79条の６第１項の有効期間の更新の登録及び法第79条の７第１

項の変更登録を含む。）を申請する場合における運送の必要性及び旅客か

ら収受する対価に関する事項 

（2） 法第79条の12第１項第４号の規定による協議が調った状態でなくなっ

たことに関する事項 

（3） 福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関する事項

（組織） 

第３条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者とする。 

（1） 市長又はその指名する市職員

（2） 学識経験を有する者

（3） 関係団体を代表する者

（4） 関係機関の職員

（5） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠 
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委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第８条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例（昭和31年松戸市条

例第15号）の一部を次のように改正する。 

別表２に次のように加える。 

松戸市福祉有償運送運営協議会委員 日額 8,500円 

附 則（令和３年３月29日松戸市条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月26日松戸市条例第12号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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昭和⼆⼗六年運輸省令第七⼗五号

道路運送法施⾏規則

道路運送法（昭和⼆⼗六年法律第百⼋⼗三号）及び道路運送法施⾏法（昭和⼆⼗

六年法律第百⼋⼗四号）に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法

施⾏規則を次のように定める。

第四章 ⾃家⽤⾃動⾞の使⽤

（⾃家⽤有償旅客運送）

第四⼗九条 法第七⼗⼋条第⼆号の国⼟交通省令で定める旅客の運送は、市町村⼜

は特定⾮営利活動促進法（平成⼗年法律第七号）第⼆条第⼆項に規定する特定⾮

営利活動法⼈若しくは前条各号に掲げる者（以下「特定⾮営利活動法⼈等」とい

う。）が⾏うものであつて、次に掲げるものとする。

⼀ 過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法第⼆条第⼀項に規定する過

疎地域その他の交通が著しく不便な地域において⾏う、地域住⺠、観光旅客そ

の他の当該地域を来訪する者の運送（以下「交通空⽩地有償運送」という。

）

⼆ 乗⾞定員⼗⼀⼈未満の⾃動⾞を使⽤して⾏う、次に掲げる者のうち他⼈の介

助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー

（タクシー業務適正化特別措置法（昭和四⼗五年法律第七⼗五号）第⼆条第⼀

項に規定するタクシーをいう。）その他の公共交通機関を利⽤することが困難

な者（特定⾮営利活動法⼈等が⾏う場合にあつては、第五⼗⼀条の⼆⼗五の名

簿に記載されている者）及びその付添⼈の運送（以下「福祉有償運送」とい

う。）

イ ⾝体障害者福祉法（昭和⼆⼗四年法律第⼆百⼋⼗三号）第四条に規定する

⾝体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和⼆⼗五年法律第百⼆⼗三

号）第五条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇⽤の促進等に関する法律（昭和三⼗五年法律第百⼆⼗三号）第

⼆条第四号に規定する知的障害者

ニ 介護保険法（平成九年法律第百⼆⼗三号）第⼗九条第⼀項に規定する要介

護認定を受けている者

ホ 介護保険法第⼗九条第⼆項に規定する要⽀援認定を受けている者

ヘ 介護保険法施⾏規則（平成⼗⼀年厚⽣省令第三⼗六号）第百四⼗条の六⼗

⼆の四第⼆号の厚⽣労働⼤⾂が定める基準に該当する者

ト その他肢体不⾃由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する

者
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